
４ 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない事務 

（１）実施が義務付けられない事務 

特定個人情報ファイルを取り扱う事務のうち、次に掲げる事務（規則

第４条第１号から第７号までに掲げる特定個人情報ファイルのみを取

り扱う事務）は特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない。次に

掲げる事務であっても、特定個人情報保護評価の枠組みを用い、任意で

評価を実施することを妨げるものではない。 

ア 職員又は職員であった者等の人事、給与、福利厚生に関する事項又

はこれらに準ずる事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り

扱う事務（規則第４条第１号） 

イ 手作業処理用ファイルのみを取り扱う事務（規則第４条第２号） 

ウ 特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての特

定個人情報ファイルに記録される本人の数の総数（以下「対象人数」

という。）が 1,000人未満の事務（規則第４条第３号） 

エ １つの事業所の事業主が単独で設立した健康保険組合又は密接な

関係を有する２以上の事業所の事業主が共同若しくは連合して設立

した健康保険組合が保有する被保険者若しくは被保険者であった者

又はその被扶養者の医療保険に関する事項を記録した特定個人情報

ファイルのみを取り扱う事務（規則第４条第４号及び第５号） 

オ 公務員若しくは公務員であった者又はその被扶養者の共済に関す

る事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務（規則第

４条第５号） 

カ 情報連携を行う事業者が情報連携の対象とならない特定個人情報

を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務（規則第４条第

６号） 

キ 会計検査院が検査上の必要により保有する特定個人情報ファイル

のみを取り扱う事務（規則第４条第７号） 

また、特定個人情報保護評価の対象となる事務において複数の特定個

人情報ファイルを取り扱う場合で、その一部が上記（ウを除く。）に定

める特定個人情報ファイルである場合は、その特定個人情報ファイルに

関する事項を特定個人情報保護評価書に記載しないことができる。 

（２）特定個人情報保護評価以外の番号法の規定の適用 

上記（１）に定める特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない

事務であっても、特定個人情報保護評価以外の番号法の規定が適用さ

れ、当該事務を実施する者は、番号法に基づき必要な措置を講ずること

が求められる。 
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（解説） 

特定個人情報保護評価は、①事前対応による個人のプライバシー等の権利利益の侵

害の未然防止、②国民・住民の信頼の確保を目的とするものであり、特定個人情報

ファイルを取り扱う事務については、任意での実施も含めて、特定個人情報保護評

価を全て実施することも可能です。 

ただし、上記の目的を踏まえ、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる必要

があるとまでは考えられない事務（指針第４の４（１）ア～カに掲げる事務）につ

いては、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられないとしています。また、会

計検査院は、内閣から独立した立場で会計検査を実施する機関であることから、委

員会の承認を得なければならないとするのは適当でないため、特定個人情報保護評

価の実施が義務付けられないとしています。 

  なお、特定個人情報保護評価が積極的な事前対応を行うものであることに照らせ

ば、特定個人情報ファイルが電子計算機用ファイルか手作業処理用ファイルか定まっ

ていない段階や、特定個人情報ファイルの内容が具体的に定まっていない制度・施策

の段階においても、個人のプライバシー等の権利利益に対して与える影響を事前に予

測・評価し、このような影響を軽減する措置を講ずることが有益な場合もあると考え

られます。 

 

 

Ｑ第４の４（１）－１ 

 職員又は職員であった者等の人事、給与、福利厚生に関する事項又はこれ

らに準ずる事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務につ

いて特定個人情報保護評価の実施が義務付けられないのは、どのような理由

なのでしょうか。 

（Ａ） 

○ これらの事項は、使用者としての各機関と、被用者としての職員との関係に基づ

く内部的な情報であり、また、その存在や利用方法も当事者たる職員にはよく知ら

れており、国民・住民の信頼を確保するという特定個人情報保護評価の目的が直接

は当てはまらないと考えられます。 

○ また、これらのファイルには、職員の被扶養者又は遺族の福利厚生等に関する情

報も含まれることとなりますが、各機関がこれらの者に関する事務を行うことも使

用者と被用者との内部的関係に基づくものであり、また、その存在等も当事者であ

る被扶養者又は遺族にも知られていると考えられます。 

○ これらの特定個人情報ファイルにも番号法のその他の規制は及ぶことに加え、仮

にこれらの特定個人情報ファイルの取扱いについて問題があれば、各機関と職員と

の交渉で改善を促す方が効果的かつ妥当であり、国民（地方公共団体等にあっては
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住民等）からの意見聴取や特定個人情報保護評価書の公表を行う特定個人情報保護

評価の対象とする必要性が乏しいと考えられるため、特定個人情報保護評価の実施

が義務付けられないとしています。 

○ なお、行政機関個人情報保護法でも、職員若しくは職員であった者又はそれら

の者の被扶養者若しくは遺族等に係る個人情報ファイルであって、人事、給与若

しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するものについては、

個人情報ファイルの事前通知及び個人情報ファイル簿の作成・公表義務の例外と

されています（同法第 10条第２項第３号及び第 10号、第 11条第２項第１号、行

政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第６条第１号）。 

 

Ｑ第４の４（１）－２① 

 手作業処理用ファイルのみを取り扱う事務について特定個人情報保護評

価の実施が義務付けられないのは、どのような理由なのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 手作業処理用ファイルとは、行政機関個人情報保護法第２条第４項第２号等に規

定する個人情報ファイル・個人情報データベース等をいい、電子計算機を用いて特

定個人情報を検索できるものではないものの、索引・目次等により容易に特定の特

定個人情報を検索することができるものをいいます。具体的には、申請者の氏名を

五十音順にして保管されている申請書台帳などをいいます。手作業処理用ファイル

は、電子計算機用ファイルに比して大量処理・高速処理・結合の容易性・検索の容

易性等の特性を有しておらず、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響も小

さいと考えられますので、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられないとして

います。 

○ なお、行政機関個人情報保護法においても、手作業処理に係る個人情報ファイル

は、総務大臣への事前通知の義務が適用されていません（行政機関個人情報保護法

第 10 条第２項第 11号）。 

 

 

Ｑ第４の４（１）－２② 

手作業処理用ファイルのみを取り扱う事務で情報連携を行う際は、中間

サーバー端末を直接使用し、情報の入力や照会を行っていますが、特定個

人情報保護評価はどのように実施すればよいのでしょうか。 

（Ａ） 

○ この場合、手作業処理用ファイルのみを取り扱う事務とはいえず、特定個人情報

保護評価を実施する必要があります。以下、詳細に説明します。 
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○ 番号法別表第一に掲げられる個人番号利用事務のうち別表第二に掲げる情報提

供ネットワークシステムを用いて情報連携を行う事務については、特定個人情報の

照会・提供を行う際に使用する中間サーバー内に「符号」を保有することになりま

す。番号法第２条第８項では「特定個人情報」とは、「個人番号（個人番号に対応

し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票

コード以外のものを含む。）をその内容に含む個人情報」と定義されており、中間

サーバー内に保有する「符号」をその内容に含む個人情報ファイルは、指針第２の

10 に示すシステム用ファイルに該当します。 

  したがって、この場合、システム用ファイルを取り扱っていますので、手作業処

理用ファイルのみを取り扱う事務とはいえず、情報提供ネットワークシステムを利

用して照会や提供を行うために使用する特定個人情報ファイルの取扱いについて、

特定個人情報保護評価を実施する必要があります。 

 

 

Ｑ第４の４（１）－３ 

 対象人数が 1,000 人未満の事務について特定個人情報保護評価の実施が

義務付けられないのは、どのような理由なのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 特定個人情報ファイルを取り扱う事務の対象人数が 1,000 人未満の場合、大量

処理・高速処理・結合の容易性・検索の容易性等の点で、特定個人情報保護評価の

実施が義務付けられる事務と比べ、個人のプライバシー等への権利利益に与える影

響が小さいと考えられますので、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない

としています。 

○ なお、行政機関個人情報保護法においても、本人の数が 1,000人未満の個人情報

ファイルは、総務大臣への事前通知の義務が適用されていません（行政機関個人情

報保護法第 10条第２項第９号）。 
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Ｑ第４の４（１）－４ 

 複数の特定個人情報ファイルを取り扱う事務において、個々の特定個人情

報ファイルに記録される本人の数が 1,000人未満である場合も、特定個人情

報保護評価の実施が義務付けられるのでしょうか。また、その中に、手作業

処理用の特定個人情報ファイルや職員の福利厚生に関する事項を記録した

特定個人情報ファイルが含まれる場合、対象人数はどのように考えればよい

のでしょうか。 

（Ａ） 

○ 特定個人情報ファイルＡ（本人の数 600 人）と特定個人情報ファイルＢ（本人の

数 700人）を取り扱う事務を例にとります。 

【当該事務において取り扱うファイルに、第４の４（１）ア、イ、エ、オ、カ又は

キに規定する特定個人情報ファイルが含まれない場合】 

○ 個々の特定個人情報ファイルに記録される本人の数が 1,000 人未満であっても、

特定個人情報ファイルを取り扱う事務において保有する全ての特定個人情報ファ

イルに記録される本人の数の総数（対象人数）が 1,000 人以上である場合は、特定

個人情報保護評価の実施が義務付けられます。 

○ Ａの本人とＢの本人が重複しない場合、Ａ及びＢを取り扱う事務の対象人数は

1,300 人となり、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられます。 

 

○ Ａの本人とＢの本人が全部又は一部重複しており、Ａ及びＢを取り扱う事務の対

象人数が 1,000人未満となる場合は、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられ

ないこととなります。 
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【当該事務において取り扱うファイルに、第４の４（１）ア、イ、エ、オ、カ又は

キに規定する特定個人情報ファイルが含まれる場合】 

○ Ａ又はＢのいずれかが第４の４（１）ア、イ、エ、オ、カ又はキに規定する特定

個人情報ファイルである場合、それらの特定個人情報ファイルに記録される本人の

数はカウントしません。したがって、Ａ及びＢを取り扱う事務の対象人数は 1,000

人未満となり、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられないこととなります。 
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Ｑ第４の４（１）－５ 

 「１つの事業所の事業主が単独で設立した健康保険組合又は密接な関係を

有する２以上の事業所の事業主が共同若しくは連合して設立した健康保険

組合が保有する被保険者若しくは被保険者であった者又はその被扶養者の

医療保険に関する事項を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事

務」とはどのようなものが該当するのでしょうか。また特定個人情報保護評

価の実施が義務付けられないのは、どのような理由なのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 具体的には、単一組合が保有する被保険者若しくは被保険者であった者又はその

被扶養者の医療保険に関する事項を記録した特定個人情報ファイルがこれに該当

します。 

○ 単一組合には、１事業所の事業主が単独で設立した健康保険組合のほか、密接な

関係を有する２以上の事業所の事業主が共同又は連合して設立した健康保険組合

（※）が含まれます。 

○ 総合組合（※）や、全国健康保険協会（協会けんぽ）、国民健康保険組合、国民

健康保険を行う市町村、後期高齢者医療広域連合、日本私立学校振興・共済事業団

が保有する医療保険事務に関する特定個人情報ファイルは、これに該当せず、特定

個人情報保護評価の実施が義務付けられることとなります。 

（※）「健康保険組合設立認可基準について」（昭和 60 年４月 30 日保発第 44 号、

最終改正平成 20年３月６日保発第 0306004号）参照。 

○ 健康保険組合と被保険者は、使用者と被用者の関係に立つものではありませんが、

単一組合の場合、健康保険組合自体は使用者である企業自体とは別法人ではあるも

のの、使用者（事業主）が設立する法人であり、かつ健康保険組合と使用者は１対

１で対応しているため、実態として健康保険組合と使用者である企業自体を同視す

ることができます。 

○ 仮に、これらの特定個人情報ファイルの取扱いについて問題があっても、企業本

体や健康保険組合と職員との交渉で改善を促す方が効果的であり妥当であるため、

アの「職員又は職員であった者の人事、給与、福利厚生に関する事項」に準じた内

部関係として考えられますので、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられない

としています。 
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Ｑ第４の４（１）－６ 

 公務員若しくは公務員であった者又はその被扶養者の共済に関する事項

を記録した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務について特定個人情

報保護評価の実施が義務付けられないのは、どのような理由なのでしょう

か。 

（Ａ） 

○ 具体的には、国家公務員共済組合連合会、国家公務員共済組合（※１）、地方公

務員共済組合連合会、地方公務員共済組合（※２）、全国市町村共済組合連合会、

存続共済会（※３）、存続組合及び指定基金（※４）、地方公務員災害補償基金が保

有する共済に関する特定個人情報ファイルがこれに該当します。 

○ 特定個人情報保護評価は、番号制度の導入により、国家による個人情報の一元的

な管理が行われるのではないかとの懸念などに対応する観点から導入される制度

であることから、公務員若しくは公務員であった者又はその被扶養者（※５）を対

象とするこれらのファイルを取り扱う事務については、特定個人情報保護評価の実

施が義務付けられないとしています。 
 
（※１） 国家公務員共済組合とは、衆議院共済組合、参議院共済組合、内閣共済組合、

総務省共済組合、法務省共済組合、外務省共済組合、財務省共済組合、文部科

学省共済組合、厚生労働省共済組合、農林水産省共済組合、経済産業省共済組

合、国土交通省共済組合、防衛省共済組合、裁判所共済組合、会計検査院共済

組合、刑務共済組合、厚生労働省第二共済組合、林野庁共済組合、日本郵政共

済組合、国家公務員共済組合連合会職員共済組合をいいます。 

（※２）地方公務員共済組合とは、市町村職員共済組合、都市職員共済組合、指定都

市職員共済組合、指定都市職員共済組合、東京都職員共済組合、地方職員共済

組合、警察共済組合、公立学校共済組合をいいます。 

（※３）存続共済会とは、都道府県議会議員共済会、市議会議員共済会、町村議会議

員共済会をいいます。 

（※４）存続組合及び指定基金とは、日本鉄道共済組合、日本たばこ産業共済組合、

NTT企業年金基金をいいます。 

（※５）国家公務員共済組合連合会等上記に記載した共済組合等は、公務員若しくは

公務員であった者又はその被扶養者の特定個人情報ファイルのみでなく、当該

共済組合等の職員若しくは職員であった者又はその被扶養者の特定個人情報フ

ァイルも保有しますが、共済組合等の職員又は職員であった者の特定個人情報

ファイルを取り扱う事務も、指針第４の４（１）エの場合と同様であることか

ら、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられないとしています。したがっ

て、これらの共済組合等が保有する、当該共済組合等の組合員若しくは組合員

であった者又はその被扶養者の共済に関する事項を記録する特定個人情報ファ

イルは、全体として特定個人情報保護評価の実施が義務付けられないこととな

ります。 
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Ｑ第４の４（１）－７ 

 情報連携を行う事業者が情報連携の対象とならない特定個人情報を記録

した特定個人情報ファイルのみを取り扱う事務について特定個人情報保護

評価の実施が義務付けられないのは、どのような理由なのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 情報連携を行う事業者は、事業のために個人番号を取り扱う者であり、番号制度

への関与の程度が深く、その特定個人情報ファイルの保有が個人に対して与える影

響も大きいと考えられることから、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられて

います。 

○ しかしながら、情報連携を行う事業者が実施する事務のうち、情報連携を行わな

い事務については、主に源泉徴収義務等のために個人番号を取り扱うことが予定さ

れ、事業目的で個人番号を利用するものではないと考えられるため、このような事

務は特定個人情報保護評価の実施が義務付けられないとしています。 

 

 

Ｑ第４の４（１）－８ 

 会計検査院が検査上の必要により保有する特定個人情報ファイルのみを

取り扱う事務について特定個人情報保護評価の実施が義務付けられないの

は、どのような理由なのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 会計検査院は、内閣から独立した立場で会計検査を実施する機関であることから、

委員会の承認を得なければならないとするのは適当でないため、特定個人情報保護

評価の実施が義務付けられないとしています。 

○ なお、行政機関個人情報保護法においても、会計検査院の保有する個人情報ファ

イルは、総務大臣への事前通知の義務が適用されていません（行政機関個人情報保

護法第 10条）。 
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Ｑ第４の４（１）－９  

特定個人情報保護評価の対象となる事務において、システムで取り扱われ

る特定個人情報ファイルについて特定個人情報保護評価を実施している場

合に、一時的な作業のために指針第２の 11 で定義されている「その他の電

子ファイル」を保有し、当該ファイルに記録される主な項目がシステムで取

り扱われる特定個人情報ファイルに記録される項目の一部となっていると

きは、当該ファイルについて特定個人情報保護評価を実施しなければならな

いのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 特定個人情報保護評価の対象となる事務において保有する一時的な作業のため

のファイルであって、当該ファイルに記録される主な項目がシステムで取り扱われ

る特定個人情報ファイルに記録される項目の一部となっているような場合につい

ては、当該ファイルが経常的に取り扱われるものではなく、かつ、当該ファイルに

記録される本人の数が 1,000人未満である場合には、特定個人情報保護評価の実施

は求められていないと考えられます。このようなファイルは、その事務におけるシ

ステムで取り扱われる特定個人情報ファイルについて特定個人情報保護評価が実

施されており、かつ、大量処理・結合の容易性等の点で個人のプライバシー等への

権利利益に与える影響が小さいと考えられるためです。 

○ なお、このような特定個人情報ファイルについても、当然、番号法のその他の規

制（提供制限、安全管理措置、ファイルの作成制限、開示等、収集・保管の制限等）

が及ぶものであり、適切な管理のために必要な措置を講じなければなりません。 

 

 

Ｑ第４の４（１）－10 

 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる事務以外であれば、特定個

人情報ファイルに対する特段の措置は不要となるのでしょうか。 

（Ａ） 

○ 特定個人情報保護評価の実施が義務付けられる事務以外であっても、当然、番号

法のその他の規制（提供制限、安全管理措置、ファイルの作成制限、開示等、収集・

保管の制限等）が及ぶものであり、適切な管理のために必要な措置を講じなければ

なりません。 
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